
             

         鳥インフルエンザ（Ｈ７Ｎ９） 国内発生を想定した 
                医療機関における基本的な対応について 
                             ＜神戸市版  平成２８年４月１日 ｒｅｖ．１＞       

   

医療機関 
保健所 322-6789 
平日夜間・休日は区役所守衛室経由で保健所 

厚生労働省 

神戸市立医療センター 
     中央市民病院 保健所 

移送車が到着するまでの待機 

 
 
 
 
 
 
 ○ 患者情報の記録（渡航歴、鳥との接触状況、鳥インフルエンザが疑われる患者  
   との接触状況、病状経過等） 
 ○患者の病状管理  
 ○ 感染防止対策（飛沫感染予防策） 
    ・患者は、他の患者との接触がない場所で待機 
  ・呼吸器衛生・咳エチケットを含む標準予防策を徹底し対応 
   
 

  
 ○接触者の健康観察          ○患者が待機していた場所等を適宜実施 
 ○患者病状経過等引き継ぎ  
 
 
 
 

移送車到着時 

保健所 
移送車 

移送後 検査実施の場合 
 ・神戸市立医療センター中央市民病院より、 
  検体（咽頭ぬぐい液）採取 
 ・保健所等が環境保健研究所 ・国立感染症研究所へ検体送付 

厚生労働省 

消毒 

神戸市保健所 

    
 
   ＜鳥インフルエンザ疑似症患者の定義＞   
                     
        ３８℃以上の発熱及び急性呼吸器症状を呈し、症状や所見、渡航歴(中国等 
       鳥インフルエンザ発生国)、接触歴等から鳥インフルエンザ（Ｈ７Ｎ９）が疑われると 
       判断した場合で、他の感染症又は他の病因によることが明らかでない患者には、 
       鳥インフルエンザ疑似症患者と取扱い下記の流れで対応を行う。 
 
    ＜臨床的特徴＞ 
      
        臨床症状で高熱と急性呼吸器症状を特徴とする。下気道症状を併発し、重症の 
       肺炎が見られることがある。呼吸器不全が進行した例ではびまん性のスリガラス様 
       陰影が両肺に認められ、急速に急性呼吸窮迫症候群（ＡＲＤＳ）の症状を呈する。 
        二次感染、脳症、横紋筋融解症に進展した報告がある。 
 

        ※上記に該当する者から電話の問合せがあった場合は、神戸市保健所へ 
          連絡するよう要請する。 
 


